
統
計
法
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
公
的
統
計
は
、
国
民
に
と
っ
て
合
理
的
な
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
基
盤
と
な
る
重
要
な
情
報
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
公

的
統
計
の
作
成
及
び
そ
の
前
提
と
な
る
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
正
確
性
・
信
頼
性
の
確
保
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

二
、
事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
利
用
で
き
る
公
的
統
計
の
作
成
主
体
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
新
た
に
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
地
方
公
共
団
体
等
に
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
活
用
並
び
に
情
報
の
適

正
管
理
及
び
秘
密
の
保
護
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
及
び
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
調
査
票
情
報
の
二
次
的
利
用
の
拡
大
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
が
本
人
の
意
図
に
反
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
調
査
票
情
報
の
適
正
管
理
及
び
秘
密
の
保
護
等
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

四
、
公
的
統
計
の
作
成
の
た
め
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
う
統
計
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
的
確
に
対

応
す
る
と
と
も
に
、
調
査
に
対
す
る
報
告
者
の
声
や
各
府
省
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
事
例
等
を
踏
ま
え
、
報
告
者
の
負
担

の
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五
、
統
計
の
作
成
に
は
専
門
性
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
統
計
改
革
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
、
国
・
地
方
を
通
じ

て
、
必
要
な
統
計
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
十
分
な
予
算
と
人
員
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日 

参

議

院

総

務

委

員

会 


